
【歳　出】 （単位：千円）

○低所得者支援及び定額減税補足給付金事業 4,334,000

　①新たに令和6年度住民税非課税、均等割のみ課税となる世帯に対し、10万円を給付。

　②①の給付対象世帯への加算として、18歳以下の児童一人当たり5万円を給付。

　③定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税/住民税の納税義務者に

　　対し、減税しきれない分を給付。　※定額減税＝（本人+扶養家族）×4万円

○要介護認定業務ＤＸ化事業 (特別会計と併せて計上) 78,000

　国が整備する介護情報連携システム（ＰＭＨ）を活用し、要介護認定業務のＤＸ化を進める。

　※事業は介護保険特別会計の予算で実施。一般会計は必要な財源を予算計上し、特別会計に繰り出す。

○路線バス代替交通運行事業 11,000

　本年10月1日から路線バスが休止される八幡地域において、代替交通の運行を開始し、

生活交通の確保・維持を図る。

　　債務負担行為（変更） 　　    　（変更前）　　（変更後）

　　路線バス代替交通運行業務委託料 限度額 　　　    77,500　⇒　94,500

（令和7年度分）

　　    　（変更前）　　（変更後）

　　生活交通確保維持事業費補助金 限度額 　　    　25,000　⇒ 　8,000

（令和7年度分）

【歳　入】
○国県支出金 4,397,866

○繰越金　　 25,125

○その他（会計年度任用職員社会保険料徴収金） 9

　　　　介護保険特別会計（要介護認定業務ＤＸ化事業） 78,000千円

令和６年度６月補正予算（案）のポイント

補正額　　4,423,000千円

補正後予算額　216,273,000千円（対前年比0.1％増）

一 般 会 計

特 別 会 計

全会計の補正総額 ４，５０１，０００千円


